
議 案 第 ９ ３ 号  

 

 

伊 丹 市 自 転 車 駐 車 場 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に  

つ い て  

 

 

伊 丹 市 自 転 車 駐 車 場 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 別 記 の と お り 制  

定 す る 。  

 

 

 

 

 

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ 日 提 出  

 

 

伊 丹 市 長  藤  原   保  幸  

 

 

 

 

理  由  

伊 丹 市 Ｊ Ｒ 北 伊 丹 駅 前 自 転 車 駐 車 場 へ の 機 械 式 設 備 導 入 に 伴 い ，  

利 用 料 金 の 納 付 の 時 期 に 関 す る 規 定 を 見 直 す た め 。  

議９３



伊 丹 市 自 転 車 駐 車 場 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 ３

年 伊 丹 市 条 例 第   号 ）  

伊 丹 市 自 転 車 駐 車 場 条 例 （ 昭 和 ５ ８ 年 伊 丹 市 条 例 第 ４ 号 ） の 一 部  

を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ７ 条 第 １ 項 中 「 入 庫 の 際 （ 伊 丹 市 阪 急 伊 丹 駅 前 地 下 自 転 車 駐 車  

場 ， 伊 丹 市 Ｊ Ｒ 伊 丹 駅 前 第 ２ 自 転 車 駐 車 場 ， 伊 丹 市 Ｊ Ｒ 伊 丹 駅 前 第  

３ 自 転 車 駐 車 場 ま た は 伊 丹 市 伊 丹 機 械 式 自 転 車 駐 車 場 の 使 用 者 に あ  

つ て は ， 出 庫 の 際 ） に 」 を 削 る 。  

付  則  

こ の 条 例 は ， 令 和 ４ 年 １ 月 ２ １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

議９３-２＊




